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稲美町教育委員会議事録 

1 開 催 日 時   平成 31年 4月 18日（木）     

                             

2 開 催 場 所   稲美町役場 305会議室 

 

3 会議に付した事項 

日程第１ 諸 報 告 

（1） 行事・経過報告について 

（2） 4月・5月の行事予定について 

 

 

日程第2 報  告 

 

 報告第1号 専決したものに承認を求めることについて 

専決第1号 専決処分書(稲美町生きる力を育むための小・中連携推進委員会委員の

委嘱について) 

 

報告第2号 専決したものに承認を求めることについて 

専決第2号 専決処分書(稲美町教育支援委員会委員の委嘱について) 

   

報告第3号 専決したものに承認を求めることについて 

専決第3号 専決処分書(稲美町心の健康サポート委員会委員の委嘱について) 

 

報告第4号 専決したものに承認を求めることについて 

専決第4号 専決処分書(稲美町男女共同参画プラン推進懇話会委員の委嘱につい

て) 

 

報告第5号 専決したものに承認を求めることについて 

専決第5号 専決処分書(稲美町教育振興基本計画点検評価委員会委員の委嘱につい

て) 

 

報告第6号 専決したものに承認を求めることについて 

専決第6号 専決処分書(第3次稲美町教育振興基本計画策定委員会委員の委嘱につ

いて) 

   

開会 15時 00分 

閉会 16時 00分 
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報告第7号 専決したものに承認を求めることについて 

専決第7号 専決処分書(稲美町社会教育委員の委嘱について) 

 

報告第8号  専決したものに承認を求めることについて 

専決第8号 専決処分書(稲美町学校開放管理指導員の委嘱について) 

 

報告第9号  専決したものに承認を求めることについて 

専決第9号 専決処分書(稲美町学校・家庭・地域の連携協力推進委員会委員の委嘱

について) 

 

報告第10号  専決したものに承認を求めることについて 

専決第10号 専決処分書(稲美町文化財保護審議会委員の委嘱について) 

 

報告第11号  専決したものに承認を求めることについて 

専決第11号 専決処分書(稲美町地域学校協働活動推進員の委嘱について) 

 

日程第3 議  案 

   

  議案第8号 稲美町教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則の制定について 

 

議案第9号 稲美町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程の制定について 

 

議案第10号 稲美町スポーツ推進会議設置要綱の制定について 

 

日程第4 そ の 他 

 

(1) 3月分問題行動件数について 

 

（2） 第2回図書館協議会の報告について 

 

（3）平成31度稲美町学校(園)訪問の実施について 

 

（4）稲美町教育委員会事務局の人事異動と事務分掌について 
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4 出 席 委 員 

        教 育 長    松 尾 哲 子 

        委      員    西 川 征志郎 

        委      員    後 藤 哲 夫 

        委      員    北 口 隆 男 

         委      員    本 多 澄 子 

 

 

5 出 席 職 員 

        教 育 政 策 部 長      松 田 典 浩 

        生涯学習担当部長兼文化の森課長    山 本 勝 也 

教 育 課 長    木 村 明 宏 

        学校教育担当課長    奥   陽 一 

        管 理 担 当 課 長    沼 田  弘 

                人 権 教 育 課 長    丸 山 一 也 

        生 涯 学 習 担 当 参 事 兼 生 涯 学 習 課 長    永 田 純 子 

 

6 開  会 

教育長 

 委員の皆さまにおかれましては、お忙しい中、ご出席たまわり、誠にありがとうござい

ます。 

 本日の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 14 条第 3 項の規定により

定足数に達しております。よって、会議が成立していますので、ここに開会いたします。    

本日の議事日程は、お手元に配付いたしております。 

 

教育長 

次は、議事録の承認です。前回定例会の議事録をお手元に配付いたしておりますが、こ

れを承認いただけますか。 

 

各委員 

 異議ありません。 

 

教育長 

異議なしのお声をいただきましたので、議事録は承認されました。次は、議事録署名委

員の指名です。議事録署名委員は、稲美町教育委員会会議規則第 16 条第 2 項の規程によ

り、教育長から指名いたします。北口隆男委員にお願いいたします。続きまして、私の方
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から、日程第 1、諸報告を行います。諸報告は、別紙資料の通りです。 

本日をもって幼稚園、小学校、中学校、県立東播磨高等学校、いなみの特別支援学校、

加古川養護学校、そしてあたご大学の入学式もすべて終わりました。 

3 月 31 日にいなみ万葉の森の会 30 周年記念式典がありました。それにあわせて新しく

門ができたり、沿道を整えたりしたのですが、期せずして 4 月 1 日に令和という新元号が

発表になり、そのとたんにマスコミの方が訪れ、ちょうどタイムリーに改修をしていてよ

かったなといったところでした。 

13 日に婦人会の総会があったのですが、婦人会も今、全町で 8 名という役員でがんばっ

てきたのですが、やはり、一人ひとりの負担が大きくなっているということで、今年度を

持って収束という形で進めているようです。簡単ですが、以上で諸報告を終わります。 

続きまして、各課より報告をお願いします。 

 

教育課報告 （報告内容省略） 

 

人権教育課報告 （報告内容省略） 

  

生涯学習課報告 （報告内容省略） 

 

文化の森課報告 （報告内容省略） 

 

教育長 

各課の報告について、何かご意見がございませんか。 

 

教育長 

 ご意見がないようですので、次は、日程第 2、報告第 1 号 専決処分したものに承認を

求めることについて、専決処分書「稲美町生きる力を育むための小・中連携推進委員会委

員の委嘱について」及び報告第 2 号 専決処分したものに承認を求めることについて、専

決処分書「稲美町教育支援委員会委員の委嘱について」を議題といたします。 

事務局から提案理由の説明を求めます。 

 

奥学校教育担当課長（資料説明省略） 

 

教育長 

このことについて、何かご意見はございませんか。 

ご意見がないようですので、これより採決に入ります。報告第 1号及び報告第 2号は、 

原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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各委員 

異議ありません。 

 

教育長 

ご異議なしと認めます。よって、本 2案は、原案のとおり承認されました。 

次は、報告第 3 号 専決処分したものに承認を求めることについて、専決処分書「稲美

町心の健康サポート委員会委員の委嘱について」及び報告第 4 号 専決処分したものに承

認を求めることについて、専決処分書「稲美町男女共同参画プラン推進懇話会委員の委嘱

について」を議題といたします。 

事務局から提案理由の説明を求めます。 

 

丸山人権教育課長（資料説明省略） 

 

教育長 

このことについて、何かご意見はございませんか。 

ご意見がないようですので、これより採決に入ります。報告第 3 号及び報告第 4 号は、

原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

各委員 

異議ありません。 

 

教育長 

ご異議なしと認めます。よって、本 2案は、原案のとおり承認されました。 

次は、報告第 5 号 専決処分したものに承認を求めることについて、専決処分書「稲美

町教育振興基本計画点検評価委員会委員の委嘱について」と報告第 6 号 専決処分したも

のに承認を求めることについて、専決処分書「第 3 次稲美町教育振興基本計画策定委員会

委員の委嘱について」を議題といたします。 

事務局から提案理由の説明を求めます。 

 

丸山人権教育課長（資料説明省略） 

 

教育長 

このことについて、何かご意見はございませんか。 
ご意見がないようですので、これより採決に入ります。報告第 5 号及び報告第 6 号は、

原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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各委員 

異議ありません。 

 

教育長 

ご異議なしと認めます。よって、本 2案は、原案のとおり承認されました。 

次は、報告第 7 号 専決処分したものに承認を求めることについて、専決処分書「稲美

町社会教育委員の委嘱について」から報告第 9 号 専決処分したものに承認を求めること

について、専決処分書「稲美町学校・家庭・地域の連携協力推進委員会委員の委嘱につい

て」を議題といたします。 

事務局から提案理由の説明を求めます。 

 

永田生涯学習担当参事（資料説明省略） 

 

教育長 

このことについて、何かご意見はございませんか。 

ご意見がないようですので、これより採決に入ります。報告第 7 号、報告第 8 号及び報

告第 9号は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

各委員 

 異議ありません。 

 

教育長 

ご異議なしと認めます。よって、本 3案は、原案のとおり承認されました。 

次は、報告第 10 号 専決処分したものに承認を求めることについて、専決処分書「稲

美町文化財保護審議会委員の委嘱について」と報告第 11 号 専決処分したものに承認を

求めることについて、専決処分書「稲美町地域学校協働活動推進員の委嘱について」を議

題といたします。 

事務局から提案理由の説明を求めます。 

 

永田生涯学習担当参事（資料説明省略） 

 

教育長 

このことについて、何かご意見はございませんか。 

ご意見がないようですので、これより採決に入ります。報告第 10 号及び報告第 11 号は、

原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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各委員 

異議ありません。 

 

教育長 

ご異議なしと認めます。よって、本 2案は、原案のとおり承認されました。 

次は、日程第 3、議案第 8 号 「稲美町教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則

の制定について」と議案第 9 号 「稲美町教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程

の制定について」を議題といたします。 

事務局から提案理由の説明を求めます。 

 

沼田管理担当課長  （資料説明省略） 

 

教育長 

このことについて、何かご意見はございませんか。 

ご意見がないようですので、これより採決に入ります。議案第 8 号及び議案第 9 号は、

原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

 

各委員 

異議ありません。 

 

教育長 

ご異議なしと認めます。よって、本 2案は、原案のとおり承認されました。 

次は、議案第 10 号 「稲美町スポーツ推進会議設置要綱の制定について」を議題とい

たします。 

事務局から提案理由の説明を求めます。 

 

永田生涯学習担当参事（資料説明省略） 

 

教育長 

このことについて、何かご意見はございませんか。 

ご意見がないようですので、これより採決に入ります。議案第 10 号は、原案のとおり

承認することにご異議ございませんか。 

 

各委員 

異議ありません。 
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教育長 

ご異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり承認されました。 

 

教育長 

次は、日程第 4、その他(1)「3月分問題行動件数について」事務局から説明願います。 

 

奥学校教育担当課長（資料説明省略） 

 

丸山人権教育課長（資料説明省略） 

 

奥学校教育担当課長（資料説明省略） 

 

丸山人権教育課長（資料説明省略） 

 

奥学校教育担当課長（補足説明省略） 

 

教育長 

 このことについて、何かご意見はございませんか。 

 

西川委員 

今、問題行動についての説明をいただき、よくわかりました。これまで後藤委員から、

ここ半年ほど問題行動等の件数が非常に少ないということはとても良い傾向で、学校をは

じめ、教育委員会のご指導の賜物だというようなお話も出ていました。私も同感でありま

す。ただ、長期欠席に関して少し気になっていることがありますので、質問と意見を述べ

させていただきます。まず、小学校の長期欠席の 3 名について、年度の途中で保護者の教

育方針によるものだという説明があったように思うのですが、それで間違いはありません

か。 

 

奥学校教育担当課長 

小学校の 3 名は、インターナショナルスクール等の 1 条校以外の学校に通っています。

所属は本町にございますので、長期欠席ということになっていますが、学校のほうでは、

学期ごとにその児童たちの保護者に会っていただいていますし、子どもの様子も確認して

いただいています。 

 

西川委員 
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 ありがとうございました。それから不登校のことですが、ちょうど昨年の 4 月の資料と

見比べておりまして、小学校は昨年度の合計数が 4 名でした。30 年度は 9 名ということで、

人数が増えていることが気になりました。それから中学校についてですが、昨年度 22 名、

今年度も 22 名ということで、人数的には変わっていませんが、そこで当該学年の前年度

不登校生徒の数が、2 年生で 1、3、3 年生で 3、4 とあがっていますが、不登校の生徒のう

ち継続数もそれぞれ 1、3、3、4 とあがっています。それは、同一生徒なのかということ

が気になっています。そうですか。 

 

奥学校教育担当課長 

 表にある「継続数」という枠に入っている数値は上記の不登校生のうち、継続している

数ということです。したがいまして、前年度、1 年生、2 年生当時に不登校であったもの

が、今年度も継続して不登校の状態であるということです。 

 

西川委員 

 いろいろとご家庭と連絡を取っていただいたり、先生方に家庭訪問していただいたりし

ているということですが、まだ学校のほうに出にくい状況でしょうか。 

 

奥学校教育担当課長 

 家庭との連携につきましては、文科省が行った虐待の調査もあり、学校としては必ず家

庭訪問をして、その子の様子を毎週のように把握しているところです。どうしても体調が

すぐれないということで、午後からの登校というケースも含めて、少しずつ改善している

例もあるのですが、欠席日数が 30 日を越えてしまうとそのまま継続した数としてあげざ

るを得ないということです。委員にご指摘いただいたとおり、改善している生徒も数多く

おります。 

 

西川委員 

 ありがとうございます。最後にもう 1 点、中学 3 年生の不登校の生徒数なのですが、以

前、進路についてはすべて確定していると説明を受けました。卒業式には生徒は全員出席

できたのでしょうか。 

 

奥学校教育担当課長 

 当日の会場に入れなかった生徒もいるのですが、全体の式の後、校長室で卒業証書の授

与を行うことができました。ただし、1 名のみ、家庭の事情でどうしても出席できないと

いうことで、卒業証書を家庭の方に届け、卒業を認定しました。 

 

西川委員 
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 ありがとうございました。 

 

教育長 

他に、何かご意見はございませんか。 

 

後藤委員 

 卒業式にプールに飛び込んだという報告がありましたが、制服のままだったのですか。 

 

奥学校教育担当課長 

5 名の生徒が着衣で飛び込みました。先ほども申しましたが、過去において問題行動等

で継続してあがっている生徒ではなく、周りの雰囲気で入ってしまったということです。

非常に危険であるし、衛生的にもよくないということで、学校では十分に指導をしており

ますし、家庭からも学校に謝罪があったということです。 

 

後藤委員 

わかりました。 

 

教育長 

他に、何かご意見はございませんか。 

ご意見がないようですので、次は、その他(2)「第 2 回図書館協議会の報告について」

とその他(3)｢平成 31 年度稲美町学校(園)訪問の実施について｣を事務局から説明願います。 

 

山本生涯学習担当部長 （資料説明省略） 

 

木村教育課長 （資料説明省略） 

 

教育長 

このことについて、何かご意見はございませんか。 

ご意見がないようですので、以上で、本日の議事はすべて終了いたしました。 

なお、次回の定例教育委員会は 5 月 16 日(木)15 時から開催しますので、よろしくお願

いいたします。これで本日の会議を閉会といたします。ありがとうございました。 

 


